
 
資料４ 

高虫西部地区の都市計画の変更に係る進捗状況について  

 

１  都市計画法第１６条に基づく変更原案の縦覧結果について  

 ⑴  縦覧期間  

   令和５年６月２日（金）～６月１６日（金）（土日を除く）  

   午前８時３０分から午後５時１５分まで  

 ⑵  案に対する意見書の提出期限  

   ６月２３日（金）午後５時１５分（必着）  

⑶  縦覧者数     ０名  

⑷  公述申出件数   ０件  

 ⑸  公聴会      中止（７月１２日（水）、蓮田市文化会館）  

  

２  都市計画法第１７条に基づく変更案の縦覧について  

 ⑴  縦覧期間  

令和５年１１月１０日（金）～１１月２４日（金）（土日・祝日を除く）  

午前８時３０分から午後５時１５分まで  

⑵  案に対する意見書の提出期限  

  １１月２４日（金）午後５時１５分（必着）  

 

３  今後のスケジュール    

月  10 11 12 １  ２  ３  
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